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財団法人民事法務協会役員等報酬・退職金規程

平成１８年 ３月１５日 制 定

平成１９年１１月２０日一部改正

平成２１年１１月２５日一部改正

財団法人民事法務協会寄附行為第９条の３の規定に基づき、この規程を制定する。

（報酬額）

第１条 常勤の会長及び副会長の報酬額（月額）は、次のとおりとする。

一 会長 金６５万円

二 副会長 金６０万円

２ その他の役員等が出勤したときは、相当な範囲で報酬を支給することができる。

３ 前項の報酬は、毎月末締めとし、その翌月に支給するものとする。

（通勤手当）

第２条 会長及び副会長に通勤手当を支給する。

２ 財団法人民事法務協会就業細則第１０条の規定は、前項の場合に準用する。

（退職金）

第３条 常勤の会長及び副会長に退職金を支給する。退職金の額は、報酬額（月額）に

２５万円を加算した合計額に勤続年数を乗じた額とする。

（調整）

第４条 前条の額は、財団法人民事法務協会の資産状況及び収支の状況等を考慮して、

理事会の決議をもって調整することができる。

附 則

この規程は、財団法人民事法務協会寄附行為第９条の３の規定新設に係る法務大臣の

認可の日から施行する。

附 則

この規程は、平成１９年１２月１日から施行する。ただし、第１条第４項の改正規定

は、平成１９年９月１日から適用する。

附 則

この規定は、平成２２年１月１日から施行する。


